
手引き：グレートブリテン(GB)へ有機製品を輸入する 
 

この手引きは有機商品をグレートブリテンに輸入するための手続きの各段階における役割と責任を説明する。 

EU、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタイン、スイスから輸入される有機製品には追って通知があるまで 

検査証明書は必要としない。EUからの有機製品の輸入は英EU貿易・協力協定の別表１４（有機製品）の要件を

満たさなければならない。EU・北アイルランド経由のグレートブリテン向けの委託貨物はグレートブリテンへの最

初の入国地点において検査を受ける必要がある。 

 

段階的措置 責任者は誰か？ 

１． 英国の認可有機認証機関の認証を受け、どの港・地方当局・現地取引 

  基準により有機検査が行われるのか調べる。（商品の種類によって異な 

る可能性があり（例えば有機飼料）その他の調査が必要となる。） 

有機食品・飼料を GB へ輸入しようとす

る者 

２． GB の検査証明書 (COI) に全て記入し、 

     輸入される製品が関連する輸入規則を満たしていることを保証し、 

     輸出者はこの COI を電子メールで彼らの認証機関へ送る 

輸出者、代理人或いは輸入者 

３． 認証機関は検査証明書の「18」欄に署名・押印を行って商品の承認をする 

     前に、委託貨物が有機であり、関連する輸入規則を満たしていることを検 

     証する。このために PDF を使用出来る。 

UK 以外の認証機関 

（輸出者の認証機関） 

 

４． 認証機関は承認された COI の PDF を届け先住所/GB の輸入者へ電子 

     メールで送付する。 

輸出者或いは代理人 

５． GB 港湾保健局/地方当局にこの有機委託貨物が何時到着するかを電話 

          或いは電子メールで知らせる -（航空便或いはローロー船の場合は少なくと 

          も６時間前に、その他の運送手段の場合は少なくとも 24 時間前に） 

 GB の輸入者或いは代理人 

６． COI および船積み書類を港湾保健局に電子メールで送付する。 GB の輸入者或いは代理人 

７． 委託貨物が分割される場合は COI の「１１」欄に記載されている輸入者は 

     ロット証明書を当該港湾保健局/地方当局に提出しなければならない。 

GB の輸入者   

８． 書類を審査し必要な物理的検査或いは試験を行い、委託貨物が合格 

したらCOIの「20」欄或いはロット証明書の「13」欄に署名・押印して承認し 

商品を更に移動させるため許可する。 

署名と押印は電子式でも可能。 

委託貨物が合格しなかった場合、その商品は下記いずれかでなけれ 

ばならない。 

a) 有機に関する全てを取り除き、再ラベル表示を行う 

b) 非有機として再輸出する、或いは 

c) 破棄する 

     委託貨物が関連する輸入規則を満たしていない場合は、拒否される。 

GB 港湾保健局/地方当局 

 

９． 商品が許可されたら、自由流通のため税関申告書に COI 番号を表示す 

      る。 

GB の輸入者或いは代理人  

１０． 商品を引き取り、COI の「21」欄（或いはロット証明書の「14」欄）に署名し 

           輸入者が承認された検査証明書を受け取ることを確実にする。バッチの 

           荷受人はロット証明書を少なくとも 2 年保管しなければならない。 

GB の第 1 荷受人 

１１． 承認された COI の原本及び承認されたロット証明書のコピーを少なくとも 

            3 年保管する。 

GB の輸入者 

１２． 輸入者の定期検査に於いて COI を確認する GB の有機認証機関 
定義： “輸入業者”：グレートブリテンにおける自由流通のための引き渡しのため、直接または代理人を通して、委託貨物を提示 

             する自然人或いは法人を意味する。 

“第一荷受人”：輸入された委託貨物が引き渡される、或いは、更なる調製・市場販売のために受け取る、自然人或いは 

          法人を意味する。 


